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令和４年第１回南幌町議会臨時会会議録     １月２５日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって召集されました令和４年第１回南幌町議会臨時会を開

会いたします。 

本日の出席議員数は１０名でございます。佐藤議員につきましては

欠席の届が出ております。直ちに本日の会議を開きます。 

本臨時会の議事日程は、あらかじめ御手元に配付したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により、議長にお

いて指名をいたします。 

１０番 細川 美喜男議員、１番 内田 惠子議員。以上、御両名

を指名いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は１月２５日、本日１日限りと

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会は１月２５日、本日１日限

りと決定をいたしました。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は、御手元に配布したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より令和３年１２月

分の例月出納検査結果の報告がありました。その内容につきましては、

御手元に配布したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

●日程４ 議案第１号 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第７

号）について、理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第１号 令和３年度南幌町一般

会計補正予算（第７号）につきましては、歳出では、国の経済支援対

策として実施する、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業

に係る経費、大雪に伴う町道除排雪経費の追加、歳入では、子育て世

帯等臨時特別支援事業に係る国庫支出金の追加、財政調整基金繰入金

の減額が主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億４，

９６０万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ７４億５，１５２万８，０００円とするものです。 

詳細につきましては、副町長が説明いたしますので、よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。副町長。 



 ２

副 町 長 それでは、議案第１号 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第７

号）の説明を行います。初めに、歳出から説明します。９ページをご

らんください。 

３款民生費１項８目住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費、目

の新設です。補正額１億７６０万４，０００円の追加です。住民税非

課税世帯等に対する臨時特別給付金事業で、国の経済対策のうち、生

活・暮らしの支援として実施される、令和３年度分の住民税均等割が

非課税である世帯、または令和３年１月以降に家計が急変した世帯を

対象として１世帯あたり１０万円を給付する事業について、支給に要

する経費として職員手当、消耗品、システム改修などの事務経費２６

０万４，０００円、特別給付金１億５００万円を追加するものです。

本町における対象者は、住民税非課税世帯９６３件、家計急変世帯９

７件、合計１，０５０世帯を見込み、住民税非課税世帯に対しては３

月２５日より、家計急変世帯については申請に基づき、それぞれ支給

となります。次ページにまいります 

２項６目子育て世帯臨時特別給付事業費、補正額はありません。財

源内訳の変更です。 

次に、７款土木費２項２目道路維持費、補正額４，２００万円の追

加です。町道除排雪事業で、１２節委託料、除排雪業務として４，２

００万円を追加するものです。別途配布しています資料に基づきまし

て１月１５日現在の状況を説明させていただきます。過去の実績とと

もに一番右側に１月１５日現在の状況を載せております。累積の降雪

量につきましては３メートル５７センチと、昨年同時期に比べ１メー

トル４２センチ多く、昨年末から１月１５日にかけての降雪量は２メ

ートル２９センチとなっています。今回の補正につきましては、除排

雪業務の委託料の補正となり、今後２月、３月分を過去の実績を踏ま

え追加するものでございます。 

続きまして、歳入の説明をいたします。予算書８ページをごらんく

ださい。１５款国庫支出金２項２目民生費国庫補助金、補正額１億９，

５７２万８，０００円の追加です。今回追加補正する住民税非課税世

帯等に対する臨時特別給付金給付事業に対する補助金として１億７６

０万４，０００円、補正予算第５号、第６号で追加した子育て世帯へ

の臨時特別給付金給付事業に対する補助金として８，８１２万４，０

００円を追加するものです。 

次に、１９款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額４，６１

２万４，０００円の減額です。財源調整を行うものです。 

以上、歳入歳出それぞれ１億４，９６０万４，０００円を追加し、

補正後の総額を７４億５，１５２万８，０００円とするものです。 

以上で、議案第１号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 
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御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第１号 令和３年度南幌町一般会計補正予算（第７号）は、原

案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

以上で、本臨時会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

した。ただいまをもって閉会したいと思いますが、御異議ありません

か。  

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会はただいまをもって閉会と

いたします。 

御苦労さまでした。 

 （午前９時４１分） 
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